京都市障害児通所支援事業所公募申込書
	（宛先）京都市長
	　　　年　　月　　日

	法人の所在地
	法人の名称及び代表者の氏名
　　　　　　　　　　　　　　　
電話　　　　－


	　京都市における事業所公募（放課後等デイサービス）に申し込みます。
（令和８年１０月～令和９年３月開所分）

	施設名称
	

	所在地
	

	定員
	


注１　開所時期が令和９年４月１日以降になる場合、原則、選定結果を取り消し、指定しません。

注２　事業所開設地は公募申込後に変更できません。
注３　その他、選定後の申請内容の変更（児童発達支援管理責任者の変更等）は原則認めず、選定結果を取り消します。ただし、変更の内容が軽微である等で、京都市が認めるものについては、この限りではありません。

注４　虚偽その他不正な申請があった場合、選定結果を無効とします。
注５　本公募の選定により、土地建物関係の法令上の制限解除や、児童福祉法に基づく指定等が保障されるものではありません。 
注６　事業計画の中止や選定されなかったことに伴う一切の損害等について、京都市は責任を負いません。

注７　選定後における事業の権利譲渡等は認めません。
注８　公募に係る申込書類は、理由の如何を問わず返却しません。
